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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第39期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第38期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（千円） 11,599,401 45,758,575

経常利益（千円） 389,702 1,152,801

四半期（当期）純利益（千円） 231,324 435,762

純資産額（千円） 12,824,347 12,816,447

総資産額（千円） 39,588,377 40,540,438

１株当たり純資産額（円） 1,127.69 1,128.62

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
20.38 38.46

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
20.31 38.17

自己資本比率（％） 32.4 31.6

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
58,044 △167,944

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△496,256 △4,498,930

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△210,653 4,705,842

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
3,075,993 3,738,585

従業員数（人） 1,039 1,059

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出

会社の主要な経営指標等の推移については記載しており

ません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

　

３【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。　

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 1,039 (2,449)

　（注）１．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出

向者を含む。）であり、臨時雇用者数（契約社員、人材会社からの派遣社員、パートタイマーを含む。）は、当

第１四半期連結会計期間の平均人員を(　)外数で記載しております。

２．臨時雇用者数（契約社員、人材会社からの派遣社員、パートタイマーを含む。）は、月160時間（常用雇用社員

の年間所定内労働時間数の月平均時間）で換算した人員数を記載しております。

(2）提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 1,034 (2,410)

　（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用

者数（契約社員、人材会社からの派遣社員、パートタイマーを含む。）は、当第１四半期会計期間の平均人員

を(　)外数で記載しております。

２．臨時雇用者数（契約社員、人材会社からの派遣社員、パートタイマーを含む。）は、月160時間（常用雇用社員

の年間所定内労働時間数の月平均時間）で換算した人員数を記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

　当社グループ（当社及び連結子会社）は、会員制スポーツクラブ経営を主たる事業としているため生産及び受注の

状況は記載しておりません。

販売実績

　当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％）

会員制スポーツクラブ経営事業 10,333,043 －

物販事業 811,621 －

その他事業 454,736 －

合計 11,599,401 －

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．当第１四半期連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、当該割合が100分の

10未満であるため記載を省略しております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営の重要な契約等の決定又は締結等はありません。　

　

３【財政状態及び経営成績の分析】

(1)業績の状況 

　当第１四半期におけるわが国経済は、米国経済の失速、原油・原材料価格の高騰による企業収益の悪化など、景

気減速の下で推移いたしました。当フィットネス業界は、中高年齢層を中心に健康志向は一段と高まっているも

のの、物価上昇に対する生活防衛意識から個人の消費活動は停滞しており、建設コストをはじめ燃料等の上昇も

相俟って、非常に厳しい経営環境が続いております。

　このような環境の下、当社グループは平成20年度の取り組みとして「安心・安全・信頼のクラブ運営」を目指

しております。店舗数につきましては、新規に直営１店舗の営業と業務受託２ヶ所の運営を開始いたしました。こ

の結果、当第１四半期末の店舗数は直営109店舗、業務受託47店舗の合計156店舗となりました。会員動向につきま

しては、新規店舗は緩やかに会員数を伸ばしましたが、既存店舗は新規入会者減少傾向にやや下げ止まった感が

あるものの、回復までには至らない状況で推移いたしました。

　以上の結果、当第１四半期の連結売上高は11,599百万円、連結経常利益は389百万円、連結四半期純利益は231百万

円となりました。

 

　事業の種類別セグメントの業績は次の通りであります。

① 会員制スポーツクラブ経営事業は、前連結会計年度に開業した新規店舗の増収と既存店舗の会費値上げ効果

　 等で、売上高は10,333百万円、営業利益は新規開業費用の支出減等もあり、602百万円となりました。

② 物販事業は、主にグループ外への販売減の影響で、売上高は811百万円となったものの、グループ内店舗での

　 販売は順調に推移し、営業利益は203百万円となりました。

③ その他の事業は、指定管理者及びＰＦＩ等の受託事業が貢献し、売上高454百万円、営業利益56百万円となり

   ました。　

(2)資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期末における資産合計は前連結会計年度末に比べ952百万円減少し、39,588百万円となりました。その

主な要因は、現金及び預金が減少したことによるものです。

　負債合計は前連結会計年度末に比べ959百万円減少し、26,764百万円となりました。その主な要因は、前受金が減

少したことによるものです。

　純資産合計は前連結会計年度末に比べ７百万円増加し、12,824百万円となりました。この結果、自己資本比率は

32.4％となりました。

(3)キャッシュ・フローの状況　

　当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、3,075百万円となりました。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。

　「営業活動によるキャッシュ・フロー」は58百万円の収入となりました。これは前受金の減少813百万円、税金

等調整前四半期純利益414百万円、減価償却費383百万円、法人税等の還付額191百万円等によるものです。

　「投資活動によるキャッシュ・フロー」は496百万円の支出となりました。これは有形固定資産の取得による支

出447百万円、敷金及び保証金の差入による支出157百万円等によるものです。

　「財務活動によるキャッシュ・フロー」は210百万円の支出となりました。これは借入金の減少104百万円、配当

金の支払120百万円等によるものです。　

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題　

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

(5)研究開発活動　

　当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、62,757千円であります。

なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。　　
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設について完了したも

のは、次のとおりであります。

　　新設

　当社において、前連結会計年度末に計画しておりましたセントラルウェルネスクラブ福島の店舗の新設について

は、平成20年５月に完了し、６月から営業を開始しております。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 42,164,000

計 42,164,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）

(平成20年６月30日)

提出日現在発行数
(平成20年８月13日)

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 11,366,500 11,466,300
東京証券取引所

市場第一部
－

計 11,366,500 11,466,300 － －

　（注）　「提出日現在発行数」欄には、平成20年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成15年６月26日定時株主総会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 1,605

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 160,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） 825

新株予約権の行使期間
自　平成17年８月１日

至　平成20年７月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　825

資本組入額　　　413

新株予約権の行使の条件

権利行使時において、当社の取締役もしくは従業員また

は当社子会社の取締役もしくは従業員でなくなった場

合には、新株予約権を行使することができないものとす

る。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合に

よる退職、その他正当な事由の有る場合で、かつ、当社取

締役会が認める場合はこの限りでない。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するも

のとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －
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（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年４月１日～
平成20年６月30日
（注１）

17 11,366 7,186 2,219,952 7,168 2,231,924

　（注）１．新株予約権の行使による増加であります。

　　 ２．平成20年７月１日から平成20年７月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が99千株、資

本金及び資本準備金がそれぞれ41百万円増加しております。

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

 平成20年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　     100 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式  11,347,200 113,472 －

単元未満株式 普通株式　     1,800 － －

発行済株式総数 11,349,100 － －

総株主の議決権 － 113,472 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。また、「議決

権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれております。

②【自己株式等】

　 平成20年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

セントラルスポーツ株式

会社

東京都中央区新川一

丁目21番２号
100 － 100 0.00

計 － 100 － 100 0.00

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５　月 ６　月

最高（円） 1,071 1,098 1,180

最低（円） 991 1,023 1,036

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けて

おります。

　なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本監査法人から名

称変更しております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,105,993 3,768,585

受取手形及び売掛金 568,386 573,479

商品 510,331 477,241

貯蔵品 15,353 17,896

その他 1,692,043 1,938,054

貸倒引当金 △10,020 △9,981

流動資産合計 5,882,087 6,765,275

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 22,530,257 22,389,270

工具、器具及び備品 5,279,820 5,282,520

土地 7,195,191 7,243,863

その他 269,470 86,822

減価償却累計額 △15,511,706 △15,222,444

有形固定資産合計 19,763,033 19,780,033

無形固定資産 ※1
 355,654

※1
 334,034

投資その他の資産

敷金及び保証金 12,414,489 12,308,516

その他 1,283,591 1,473,898

貸倒引当金 △110,479 △121,318

投資その他の資産合計 13,587,602 13,661,095

固定資産合計 33,706,290 33,775,163

資産合計 39,588,377 40,540,438

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 170,765 226,657

短期借入金 1,500,000 4,000,000

1年内返済予定の長期借入金 6,493,976 6,198,307

賞与引当金 245,800 639,040

役員賞与引当金 7,143 17,290

前受金 1,311,171 2,133,985

その他 3,658,021 3,092,354

流動負債合計 13,386,876 16,307,634

固定負債

長期借入金 12,519,546 10,449,006

役員退職慰労引当金 124,490 124,490

その他 733,117 842,860

固定負債合計 13,377,153 11,416,356

負債合計 26,764,030 27,723,990
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

純資産の部

株主資本

資本金 2,219,952 2,212,766

資本剰余金 2,231,924 2,224,756

利益剰余金 8,429,859 8,318,873

自己株式 △232 △232

株主資本合計 12,881,504 12,756,163

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 31,338 28,326

為替換算調整勘定 △95,065 24,265

評価・換算差額等合計 △63,726 52,592

少数株主持分 6,569 7,691

純資産合計 12,824,347 12,816,447

負債純資産合計 39,588,377 40,540,438
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日）

売上高 11,599,401

売上原価 10,375,028

売上総利益 1,224,373

販売費及び一般管理費 ※1
 844,727

営業利益 379,645

営業外収益

補助金収入 13,330

受取手数料 3,350

持分法による投資利益 34,856

為替差益 20,737

その他 38,006

営業外収益合計 110,281

営業外費用

支払利息 88,741

その他 11,482

営業外費用合計 100,224

経常利益 389,702

特別利益

貸倒引当金戻入額 8,191

収用補償金 27,883

特別利益合計 36,075

特別損失

固定資産除却損 2,199

投資有価証券評価損 9,461

特別損失合計 11,660

税金等調整前四半期純利益 414,116

法人税、住民税及び事業税 182,674

法人税等調整額 1,239

法人税等合計 183,914

少数株主損失（△） △1,121

四半期純利益 231,324
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 414,116

減価償却費 383,352

前受金の増減額（△は減少） △813,885

その他 △103,249

小計 △119,665

利息の支払額 △93,940

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 191,337

その他 80,313

営業活動によるキャッシュ・フロー 58,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △447,323

敷金及び保証金の差入による支出 △157,342

敷金及び保証金の回収による収入 51,369

その他 57,040

投資活動によるキャッシュ・フロー △496,256

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,500,000

短期借入金の返済による支出 △4,000,000

長期借入れによる収入 4,050,000

長期借入金の返済による支出 △1,654,670

株式の発行による収入 14,355

配当金の支払額 △120,338

財務活動によるキャッシュ・フロー △210,653

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,725

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △662,592

現金及び現金同等物の期首残高 3,738,585

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 3,075,993
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．会計処理基準に関する事

項の変更

(1)　重要な資産の評価基準及び評価方法

　 の変更

たな卸資産　

　通常の販売目的で保有するたな卸資産に

ついては、従来、主として総平均法による原

価法によっておりましたが、当第１四半期

連結会計期間より「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準第９号　平成

18年７月５日）が適用されたことに伴い、

主として総平均法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）により算定しておりま

す。

　これによる損益に与える影響はありませ

ん。

　 (2)　「連結財務諸表作成における在外子

　 会社の会計処理に関する当面の取扱

   い」の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「連結財

務諸表作成における在外子会社の会計処理

に関する当面の取扱い」（実務対応報告第

18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決

算上必要な修正を行っております。

　これによる損益に与える影響は軽微です。

　

　

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．固定資産の減価償却費の

算定方法

　定率法を採用している資産については、連

結会計年度に係る減価償却費の額を期間按

分して算出する方法によっております。

２．繰延税金資産及び繰延税

金負債の算定方法　

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関し

ては、前連結会計年度末以降に経営環境等、

かつ、一時差異等の発生状況に著しく変化

がないため、前連結会計年度において使用

した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。　
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日至　平成20年６月30日）

　　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１　無形固定資産に含まれる「のれん」の金額は、57,538

千円であります。

　

※１　無形固定資産に含まれる「のれん」の金額は、74,245

千円であります。

　

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります

　

　給与・手当 235,216千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　

（平成20年６月30日現在）

　 （千円）

　現金及び預金勘定 3,105,993

　預金期間が３か月を超える定期

預金
△30,000

　現金及び現金同等物 3,075,993
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　11,366,500株

　

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　　　　 123株

　

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

　

４．配当に関する事項

　配当金支払額

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年6月27日

定時株主総会
普通株式 113,489 10 平成20年３月31日 平成20年６月30日 　利益剰余金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）

 
会員制スポー
ツクラブ経営
事業

 物販事業  その他事業  計  消去又は全社 連結  

 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 10,333,043 811,621 454,736 11,599,401 －  11,599,401 

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 2,578 － 2,578 (△2,578) － 

計 10,333,043 814,200 454,736 11,601,980 (△2,578) 11,599,401 

営業利益 602,350 203,727 56,169 862,246 (△482,601) 379,645 

             

　（注）事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称

１．事業区分の方法………製品の種類別区分によっております。

２．各区分に属する主要な製品の名称

①会員制スポーツクラブ経営事業………スポーツクラブ経営・指導、企業フィットネス事業等

②物販事業………フィットネス用品・機器の販売、卸売り等

③その他事業………不動産賃貸事業、旅行事業、施設管理事業等

【所在地別セグメント情報】

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。

　

【海外売上高】

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 1,127.69円 １株当たり純資産額 1,128.62円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 20.38円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
20.31円

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益（千円） 231,324

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 231,324

期中平均株式数（株） 11,349,373

　  

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益調整額（千円） －

（うち支払利息（税額相当額控除後）） 　（－）　

（うち事務手数料（税額相当額控除後）） 　（－）

普通株式増加数（株） 37,896

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

　－

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。

EDINET提出書類

セントラルスポーツ株式会社(E05145)

四半期報告書

23/24



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月13日

セントラルスポーツ株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小倉　邦路　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 百井　俊次　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているセントラルスポーツ

株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日か

ら平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半

期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、セントラルスポーツ株式会社及び連結子会社の平成20年６月30日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し

ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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